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入 札 公 告 

 

 

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 

 

 

令 和 ７ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日  

 

 

                        国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                            水 産 技 術 研 究 所   南 勢 拠 点 長  佐 伯  公 康  

 

 

１ ． 工 事 概 要 

 

（ １ ） 工 事 名    南 伊 豆 庁 舎 魚 類 飼 育 棟 空 調 機 更 新 工 事  

 

（ ２ ） 工 事 場 所    入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ３ ） 工 事 内 容    入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ４ ） 履 行 期 限    令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日  

 

（ ５ ） 入 札 方 法     落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該  

金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該  

金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切 り  

捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消  

費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者  

で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０ 分 の  

１ ０ ０ に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

 

 

２ ． 競 争 参 加 資 格 

 

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け １  

３ 水 研 第 ６ ５ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 

（ ２ ） 令 和 ７ ・ ８ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 農 林 水 産 省 大 臣

官 房 予 算 課 競 争 参 加 資 格 の ｢ 建 設 工 事 ｣ の 業 種 ｢ 管 工 事 ｣ で 「 A 」 、 「 B 」 又 は 「 C 」 い ず れ か の 等

級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る こ と 。  

 

（ ３ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 建 設 工 事 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ

く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 農 林 水 産 省 大 臣 官 房 予 算 課 競 争 参 加 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 農

林 水 産 省 大 臣 官 房 予 算 課 の 同 様 の 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で

な い こ と 。  

 

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ ２ 条  

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

 

 

３ ． 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法      競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説

明 書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

① 直 接 交 付  

静 岡 県 賀 茂 郡 南 伊 豆 町 石 廊 崎 １ ８ ３ － ２  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

水 産 技 術 研 究 所 南 伊 豆 庁 舎 管 理 チ ー ム  

電 話 ０ ５ ５ ８ － ６ ５ － １ １ ８ ５  

Ｆ Ａ Ｘ ０ ５ ５ ８ － ６ ５ － １ １ ８ ８  

② 宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 南 伊 豆 庁 舎 魚 類 飼 育 棟 空 調 機 更 新 工 事

入 札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当

者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ

Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

③ メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 南 伊 豆 庁 舎 魚 類 飼 育 棟 空 調 機 更 新 工 事

入 札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当

者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上

記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

 

 

４ ． 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等    仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ７ 年 １ １ 月

１ ４ 日 ま で に 上 記 ３ ． あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説

明 書 に 記 載 ） 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日

ま で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員
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に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す

る こ と に よ り 入 札 説 明 会 に 代 え る 。  

                  な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付

け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

                  た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の

個 人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等

を 侵 害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所

を 伏 せ 又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る

こ と が あ る 。  

 

 

５ ． 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等  

 

（ １ ） 入 札 の 日 時 及 び 場 所           令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ０ 日  １ ４ 時 ０ ０ 分  

静 岡 県 賀 茂 郡 南 伊 豆 町 石 廊 崎 １ ８ ３ － ２  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                 南 伊 豆 庁 舎 会 議 室   

 

（ ２ ） 郵 便 に よ る 入 札 書 の           令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ ０ 日  １ ２ 時 ０ ０ 分  

           受 領 期 限 及 び 提 出 場 所        ３ ． ① に 同 じ 。  

 

 

６ ． そ  の  他  

 

（ １ ） 契 約 手 続 き に お い て  

使 用 す る 言 語 及 び 通 貨        日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

 

（ ２ ） 入 札 保 証 金      免  除 。  

 

（ ３ ） 契 約 保 証 金       契 約 金 額 の １ ０ 分 の １ 以 上 の 契 約 保 証 金 を 納 付 す る 。  

た だ し 、 履 行 保 証 保 険 契 約 又 は 工 事 履 行 保 証 契 約 の 締 結

を 行 う 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

 

（ ４ ） 入 札 の 無 効      本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札  

書 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

 

（ ５ ） 契 約 書 作 成 の 要 否        要 。  

 

（ ６ ） 落 札 者 の 決 定 方 法          予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入

札 を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

 

（ ７ ） 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知  

書 写 し 又 は 農 林 水 産 省 大 臣 官 房 予 算 課 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

 

（ ８ ） 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

 

７ ． 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  

 

（ １ ） 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先  

次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先  

①  当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 （ 役 員 経 験 者 ） が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長

相 当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 （ 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ） が 役 員 、 顧 問 等
※ 注 １  

と し

て 再 就 職 し て い る こ と  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の ３ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る こ

と
※ 注 ２

 

な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開

発 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。  

※ 注 １   「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す

る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力

を 与 え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。  

※ 注 ２   総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲

げ ら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引

の 実 績 に よ る 。  

 

（ ２ ） 公 表 す る 情 報  

上 記 （ １ ） に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契

約 締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。  

①  当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 （ 当 機 構 Ｏ Ｂ ） の 人 数 、 職 名 及 び

当 機 構 に お け る 最 終 職 名  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

③  総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず

れ か に 該 当 す る 旨  

３ 分 の １ 以 上 ２ 分 の １ 未 満 、 ２ 分 の １ 以 上 ３ 分 の ２ 未 満 又 は ３ 分 の ２ 以 上  

④  一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨  
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（ ３ ） 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報  

①  契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 Ｏ Ｂ に 係 る 情 報 （ 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当

機 構 に お け る 最 終 職 名 等 ）  

②  直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

 

（ ４ ） 公 表 日  

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て ７ ２ 日 以 内 （ ４ 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て

は 原 則 と し て ９ ３ 日 以 内 ）  

 

（ ５ ） そ の 他  

当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ （ 契 約 に 関 す る 情 報 ） に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

が 行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も

に 、 所 要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は

契 約 の 締 結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ

き ま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。  

 

 

８ ． 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て  

 

当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン

（ 実 施 基 準 ） 」 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等

に お け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国

立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 （ U R L ： h t t p s : / / w w w .

f r a . g o . j p / h o m e / k e i y a k u / f i l e s / p l e d g e _ r e q u e s t n o t e _ c o n t r a c t 2 . p d f ） を ご 理 解 い た だ き 、 一

定 金 額 以 上 の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て い

ま す 。  

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 （ ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ

い て 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約

書 ） は 、 入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い

し ま す 。  

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か １ 箇 所 に １ 回 提 出

し て い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  



１．
⑪機材の品質等
[1.4.2、1.4.3]

２．

３．

４．

番号 種別 ヶ所数 数量 単位 備考

1 改修 １ １ 式

７． 共通工事

(１)仮設工事

５． から 迄

６． [　]内表示番号は公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）の当該項目を示す。

②工事用電力等
〔2.2.2〕

８． 機械工事

既存設備撤去

　

配管工

電気工

共通事項

特記事項

９． そ の 他

工事名：

国立研究開発法人　水産研究・教育機構 日付

⑩環境への配慮
〔1.4.1〕

　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号(グリーン購入法))に
定めるところにより、環境負荷を低減できる機器及び材料を選択するよう努める。

（２）総則他、一般事項の抜粋　　特記事項は、⦿印のついたものを適用する。⦿印のつかないものは※印を適用する。

⑤施工図等
　〔1.2.3〕

③関係法令の遵
守〔1.1.14〕

　施工に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図る。

⑥電気保安技術
者　[1.3.2]

⑨養　生
〔1.3.10〕
〔3.1.1～2〕

　施工に際しては、シート等による必要な養生を行うものとする。

令和　８年　３月３１日

②疑義に対する
協議等
〔1.1.8〕

　本仕様書は工事の概要を示したものであり、本工事を施工するにあたり、工事内容に明示され
ていない工事（建築工事及び機械設備並びに電気設備等）が発生した場合は、監督職員との協議
による。なお、軽微なものについては、1.2.4「工事の記録」(a)による。

魚類飼育棟東テント室内機および甲殻類飼育棟2階室外機を撤去する。

工期

⑫　完成図書
　[1.8.1～3]

契約締結日翌日から

　工事の施工に先立ち、施工図等を作成し、監督職員の承諾を受けるものとする。但し、あらか
じめ監督職員の了承を得た場合はこの限りではない。

　図面及び特記仕様に記載されていない事項については、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築改修工
事標準仕様書（機械設備工事編）及び公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）の最新版による。

　工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受けるものとする。

魚類飼育棟機械設備

④実施工程表
〔1.2.1〕

魚類飼育棟空調設備

工事場所 ⦿完成図（⦿作成する　・作成しない）
⦿工事写真及び完成図書等を作成し、２部提出するものとする。
⦿電子納品（・適用する⦿適用しない）

令和７年度　　機械設備改修工事　仕様書

南伊豆庁舎魚類飼育棟空調設備更新工事

工事概要

工事種目

　本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものと
する。ただし、同等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。

静岡県賀茂郡南伊豆町石廊崎１８３－２

　本工事は、南伊豆庁舎魚類飼育棟東テント冷暖房設備（三菱電機　PFHV-P224DM-E1(BSG)）におい
て、経年劣化による動作不良及び能力低下が見られることから、取替えを実施し冷暖房機能を回復
することを目的とする。
　本工事の概要は、本仕様による。 ⑬ 発生材の処理等

　[5.1.1、5.1.2]

⦿当該工事により発生したガラ等の発生材は場外へ搬出し、関係法令等により適切に処分する
ものとする。
⦿引渡しを要するもの。（⦿無し　・あり（・金属類　・○○○））

一般事項

既設電気配線に室内機、室外機を接続すること。

（１）共通仕様

本工事で設置しない。

工 事 名

名称 摘要

①官公署その他
への届出手続き
等〔1.1.3〕

　工事の着手、施工、完成等にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出や手続等に
ついては、遅滞なく行う。なお、届出や手続等にかかる費用は受注者の負担とする。

既設冷媒配管（φ9.52 mm×φ22.2 mm）に室内機、室外機を接続する。

南伊豆庁舎魚類飼育棟空調設備更新工事

⑧後片付け
〔1.3.11〕

　工事完了後は施工場所並びに建物周辺部等における後片付け、清掃を行うものとする。

　工事現場に電気保安技術者を配置する。（・適用する　⦿適用しない）

　行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日に施工を行う必要
がある場合は、あらかじめ監督職員の承認を受ける物とする。

⑦施工条件
　[1.3.3]

⦿施工可能時間帯　⦿指定なし　※図示
⦿工程、公害、安全対策、仮設備、建設副産物関係等　※図示

既設機器については、場内保管とする。

①足　場
　[2.2.1]

　請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実
績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更完成・訂正時に工事実績情報として「工事カル
テ」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き
10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以
内に完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならな
い。（ただし、工事請負代金額500万円以上、2500万円未満の工事については、受注、訂正時の
み登録するものとする。）また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」
が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

　⑭ 工事実績情報の登
録

⦿本工事に必要な工事用電力及び工事用水は、構内既存施設を利用することができるものとす
る｡(・有償　⦿無償）

　足場、仮囲等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係
法令等に基づき適切な材料及び構造のものとする。

魚類飼育棟東テントに室内機を設置する。甲殻類飼育棟2階に室外機を設置する。
冷房能力25.0kw以上、暖房能力28.0kw以上（10馬力） 三相200V
室外機重耐塩仕様
参考機種：三菱電機　PFHV-P280DMWJ-BSG

室内機は熱交換器、シロッコファンを洗浄可能な機種とすること。

室内機のシロッコファンの駆動方式はダイレクトドライブ方式とすること。

空調機設置

工事の手順及び詳細については、担当職員と十分に打ち合わせを行うとともに、安全対策に努め、

詳細については担当職員の指示に従うものとする。

施工後、試運転調整を行うこと。










